
48．主要間接税制度の概要 
 

消        費        税 
区  分 

現  行  制  度 税制改革（平成 9年 4月 1日施行） 
1. 課 税 対 象 (1) 国内において事業者が行う資産の譲渡等

（資産の譲渡，資産の貸付け，役務の提供） 
(2) 輸入貨物（保税地域から引き取られる外
国貨物） 
 

 

2. 納税義務者 (1) 国内取引……事業者 
  ただし，基準期間（前々年又は前々事業
年度）の課税売上高（税抜き）が 3,000 万円
以下の事業者は，納税義務が免除される。 
(2) 輸入取引……輸入者 

○ 新設法人に対する免税点制度の不適用 
 資本金又は出資金が 1,000 万円以上の新
設法人の設立当初の 2 年間については，納
税義務を免除しない。 

3. 課 税 標 準 (1) 資産の譲渡等の対価（他の個別消費税を
含む。）の額 
(2) 引取価額（CIF 価格＋他の個別消費税＋
関税） 

 

4. 税 率 3％ 
 普通乗用自動車に係る特例 
  元.4.1～4.3.31……6％ 
  ４.4.1～6.3.31……4.5％ 

○ 税率の引上げ 
  3％→4％ 

（注）地方消費税の創設（税率は消費税額の
25％＝消費税率 1％相当）に伴い，一般的
な消費課税の税率は，5％となる。 

5. 輸 出 免 税 輸出取引等（貨物の輸出，国際輸送・通信等）
は免税 

 

6. 非 課 税 国内における次の資産の譲渡等は非課税 
〔消費に負担を求める税としての性格上課税
対象とならないもの等〕 
(1) 土地の譲渡及び貸付け 
(2) 有価証券，支払手段等の譲渡 
(3) 貸付金等の利子，保険料等 
(4) 郵便切手類，印紙等の譲渡 
(5) 行政手数料等，国際郵便為替，国際郵便
振替，外国為替取引 

〔社会政策的配慮に基づくもの〕 
(6) 医療保険各法等の医療 
(7) 社会福祉事業法に規定する社会福祉事業
等として行われる資産の譲渡等 

(8) 助産に係る資産の譲渡等 
(9) 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提
供 

(10) 身体障害者用物品の譲渡，貸付け等 
(11) 学校教育法第1条に規定する学校等の授
業料，入学金，施設設備費，入学検定料，
学籍証明等手数料 

(12) 教科用図書の譲渡 
(13) 住宅の貸付け 

 

7. 税 額 控 除 (1) 仕入税額控除 
① 原則（本則計算） 
イ 課税売上割合が 95％以上の場合に
は，仕入れに係る消費税額を全額控除
する。 

ロ 課税売上割合が 95％未満の場合に
は，個別対応方式又は一括比例配分方
式のいずれかの方法により計算した
金額を仕入れに係る消費税額として
控除する。 

○ インボイス方式への移行 
 仕入税額控除の適用要件として，帳簿及
び請求書等（インボイス）の保存を義務付
け。 

 



7. 税 額 控 除 
  （続） 

（注）仕入税額控除の適用要件として，
帳簿又は請求書等の保存が義務付
けられている（帳簿方式）。 

② 特例（簡易課税制度） 
 基準期間の課税売上高が 4 億円以下の
課税期間については，選択により，売上
げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じ
た金額を仕入れに係る消費税額とするこ
とができる。（みなし仕入率：第 1種事業
（卸売業）は 90％，第 2種事業（小売業）
は 80％，第 3種事業（製造業等）は 70％，
策 4種事業（その他の事業）は 60％） 

(2) 限界控除制度 
 その課税期間の課税売上高が 5,000 万円
未満の場合には，次の算式により計算した
税額を控除する。 

  限界控除税額＝ 
 
 本来納付すべき税額× 
 
（注） その課税期間の課税売上高が 3,000
万円未満であるときは，これを 3,000 万
円として計算する。 

 
 
 
○ 簡易課税制度の適用上限額の引下げ 
   4 億円→2億円 
 
 
 
 
 
 
 
○ 限界控除制度の廃止 
（注）平成 9 年 4 月 1 日前に開始した課税期
間までは適用する。（ただし，同日前に開
始し，かつ，同日以後に終了する課税期間
の控除限度額は，消費税及び地方消費税合
わせて 10万円。） 

8. 申告・納付 (1) 国内取引 
① 課税期間 
 …… 個人事業者は暦年，法人は事

業年度（3 か月の短期選択も可
能） 

② 確定申告・納付 
 …… 課税期間終了後 2 月以内に確

定申告・納付 
（注）個人事業者の確定申告・納付期限は
翌年 3月末である。（租特法） 

③ 中間申告・納付 
 …… 直前の課税期間の確定消費税

額に応じ，年 3回又は年 1 回の
中間申告・納付を行う。 

 
直前の課税期
間の確定消費
税額 

中 間 申 告 

500 万円超 

年 3回の中間申告 
 その課税期間開始後 3 月，6
月，9月を経過した日からそれ
ぞれ 2月以内に，3月分相当額
を中間申告・納付 

60 万円超 
500 万円以下 

年 1回の中間申告 
 その課税期間開始後 6 月を
経過した日から 2 月以内に，6
月分相当額を中間申告・納付 

60 万円以下 不 要 
 
(2) 輸入取引 
 保税地域からの引取りの際に申告，納付
（3か月以内の納期限の延長あり） 

○ 確定申告書等への添付書類規定の新設 
 確定申告書等に課税標準等の計算の基礎
となる金額が記載された書類の添付を義務
付け。 

 
○ 中間申告・納付制度の改正 
 地方消費税の創設に伴い，直前の課税期
間の確定消費税額を，創設前と同水準とす
るための改正。 
 500 万円→400 万円，60万円→48万円 

9. そ の 他  国，地方公共団体，公共法人等については，
申告・納付，仕入税額控除等につき，特例措
置が設けられている。 
 

 

5,000万円－課税売上高 
2,000 万円 



区  分 酒   税 た ば こ 税 

課 税 物 件 酒類 
 
 

製造たばこ 
 
 

納 税 
義 務 者 

製造者又は引取者 
 
 

製造者又は引取者 

免 税 措 置 輸出用 輸出用 
 
 

主 な 税 率 （1kl につき） 
清 酒（15度） 140,500 円 
合成清酒（15度） 79,300 円 
しょうちゅう 
 甲 類（25度） 155,700 円 
 乙 類（25度） 102,100 円 
みりん（13.5 度） 21,600 円 
ビール 222,000 円 
果実酒類 
 果実酒 56,500 円 
 甘味果実酒（12度） 98,600 円 
ウイスキー類（40度） 982,300 円 
スピリッツ類（37度） 367,300 円 
リキュール類（12度） 98,600 円 
雑酒 
 発泡酒（麦芽 67%以上） 222,000 円 
 粉末酒 320,500 円 
 その他の雑酒（その他）(12度) 98,600 円 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 喫煙用の製造たばこ 
(イ) 第１種（紙巻たばこ） 
(ロ) 第２種（パイプたばこ） 1,000 本 
(ハ) 第３種（葉巻たばこ） につき 
(ニ) 第４種（刻みたばこ） 3,126 円 

(2) かみ用の製造たばこ 
(3) かぎ用の製造たばこ 
(4) 旧紙巻たばこ３級品 1,000 本 
 につき 
 1,484 円 
 
(注) 課税標準は紙巻たばこの本数とさ
れ，パイプたばこ及び葉巻たばこについ
ては 1g（刻みたばこ等については 2g）
を紙巻たばこ１本に換算することとさ
れている。 

納 税 方 法  製造場から移出される酒類については翌月
末日までに申告し，翌々月末日までに納付す
る。 
 輸入酒類については保税地域からの引取の
時までに申告し，納付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 製造場から移出される製造たばこについて
は翌月末日までに申告し，納付する。 
 輸入製造たばこについては保税地域からの
引取の時までに申告し，納付する。 

備 考  酒類若しくは酒母等を製造しようとする場
合又は酒類の販売業をしようとする場合は所
轄税務署長の免許を必要とする。 
 
 
 
 

 製造たばこには，上記の国のたばこ税の他
に，地方のたばこ税（道府県たばこ税及び市
町村たばこ税）が課税される。 



揮発油税・地方道路税 石油ガス税 航空機燃料税 石 油 税 

揮発油 自動車用石油ガス 航空機燃料  原油及び輸入石油製品
並びにガス状炭化水素 
 
 

製造者又は引取者 
 
 
 

充てんする者又は引取者 航空機の所有者等 採取者又は引取者 

(1) 輸出用 
(2) 灯油 
(3) 航空機用 
(4) 石油化学製品の製造用 
(5) ゴム溶剤用等 
(6) 外国公館等用 
 
 
 

(1) 輸出用 
(2) 原料用 
(3) 熱源用 

 国，地方公共団体及び国
際線（ただし，国内輸送を
行う場合を除く。） 

 輸入石油製品等のうち 
(1) 石油化学用ナフサ等 
(2) 農林漁業用Ａ重油 
(3) アンモニア等製造用 
 LPG 

1kl につき 
 揮発油税 48,600 円 
 地方道路税 5,200 円 
平成5年 12月1日か
ら平成 10 年 3 月 31
日までの特例税率 

1㎏につき 17 円 50 銭 
(1l につき 9円 80 銭) 

1kl につき 26,000 円 (1) 原油及び輸入石油製品 
 1kl につき 2,040 円 

(2) 輸入 LPG 
 1ｔにつき 670 円 

(3) 国産天然ガス及び輸入 
 LNG 
 1ｔにつき 720 円 
 
 
 
 
 
 
 

 製造場から移出される
ものについては，翌月末日
までに申告し，納付する。 
 輸入揮発油については，
保税地域からの引取の時
までに申告し，納付する。 

 石油ガスの充てん場か
ら移出されるものについ
ては，翌月末日までに申告
し，翌々月末日までに納付
する。 
 輸入石油ガスについて
は，保税地域からの引取の
時までに申告し，納付す
る。 

 翌月末日までに申告し，
納付する。 

 採取場から移出される
原油及びガス状炭化水素
については，翌月末日まで
に申告し，納付する。 
 輸入原油及び輸入石油
製品並びに輸入ガス状炭
化水素については，保税地
域からの引取の時までに
申告し，納付する。 
 ただし，国税庁長官の承
認を受けた場合には，翌月
末日までに申告し，納付す
ることができる。 
 

   国産の石化用ナフサ及
び農林漁業用A重油につい
て還付措置が講じられて
いる。 
 
 
 
 
 

 


